
独立行政法人住宅金融支援機構からのお知らせ

『サービス付き高齢者向け住宅』の建設等をお考えの皆様へ

サービス付き高齢者向け住宅として登録された一定の賃貸住宅については、国の補
助事業の対象となるとともに、住宅金融支援機構の融資を行っております。

補助事業の審査とは別に、当機構では融資に当たり、サービス付き高齢者向け住宅

を返済期間を通じて適切に運営し、確実な返済が見込まれるかなど金融機関として独
自に審査（※）を行い、その結果、融資をお断りすることや融資額の減額などに伴う資
金計画の見直しが必要となる場合もございます。
当機構融資をご検討の場合は、早めに機構窓口に具体的なご相談をお願いします。

なお、ご相談窓口は以下のとおりです。
※融資のご利用に当たり、特にご注意いただきたい点は裏面でご確認ください。

物件所在地 お問い合わせ先 電話番号

北海道
北海道支店営業推進
グループ

011-261-8305

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県

東北支店まちづくり推進
グループ

022-227-5036

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉
県、茨城県、山梨県、静岡県、栃
木県、群馬県、新潟県、長野県

本店まちづくり推進部
賃貸営業推進グループ

03-5800-8468

岐阜県、愛知県、三重県
東海支店まちづくり推進
グループ

052-263-2905

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県、富山県、石川
県、福井県、徳島県、香川県、愛
媛県、高知県

近畿支店まちづくり推進
グループ

06-6281-9266

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県

中国支店営業推進
グループ

082-221-8653

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県

九州支店営業推進
グループ

092-722-5014

〈お問い合わせ先・お申込先一覧〉

詳しくは機構ホームﾍﾟｰｼﾞに掲載の「ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け賃貸住宅建設融資のお知らせ」をご
覧ください。

http://www.jhf.go.jp/keiei/yushi/info_1.htmlｈ

（平成24年１１月現在）



機構融資ご利用のご検討に当たってのご注意
ご利用に当たっては次の（１）から（５）までの項目を満たしているかご確認ください。
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